
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　 　年 　　月     日


　　　　　　　　　　　　　　    　　　許可番号　熊本県知事　許可（　　－　　　）第　　　  号


住　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　 
建設業者　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　 
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　 
代表








経営事項審査添付書類




・ 審査手数料証紙貼り付け書
（1）「経営規模等評価申請書」に関する書類
（2）「工事種類別完成工事高」に関する書類
（3）「その他の審査項目（社会性等）」に関する書類
（4）「技術職員名簿」に関する書類
  
　
※　添付する書類は、提出書類一覧を確認の上、添付漏れや誤り等がないよう
注意してください。
※　上記（1）～（4）毎にインデックス等を付けて区分し、提出してください。


















審査手数料証紙貼り付け書




　　　　　　　　　　　　　　　　   商号又は名称　　　　　　　　　　　　　     　 


1 経営規模等評価申請・総合評定値請求
（通常の申請料金）
	１業種
	11,000
	６業種
	23,500

	２業種
	13,500
	７業種
	26,000

	３業種
	16,000
	８業種
	28,500

	４業種
	18,500
	９業種
	31,000

	５業種
	21,000
	10業種
	33,500



➁経営規模等評価申請のみ　　　　　　　　   ③総合評定値請求のみ
（Ｐ点を算定しない料金）　　　　 　　　　   （Ｐ点のみ算定の料金）
	１業種
	10,400
	６業種
	21,900

	２業種
	12,700
	７業種
	24,200

	３業種
	15,000
	８業種
	26,500

	４業種
	17,300
	９業種
	28,800

	５業種
	19,600
	10業種
	31,100


	１業種
	600
	６業種
	1,600

	２業種
	800
	７業種
	1,800

	３業種
	1,000
	８業種
	2,000

	４業種
	1,200
	９業種
	2,200

	５業種
	1,400
	10業種
	2,400










＜注意＞①により受審しないと指名願の提出ができません。
②Ｐ点とは、いわゆる経審点のことです。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



計　　　　　　　　　　　　　　　　円

